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００．．ははじじめめにに  
名古屋大学医学部附属病院（以下「本院」という。）は，名古屋市の中央部の昭和区に位置し，過去に濃尾

地震，南海，東南海を震源とする大地震にしばしば襲われてきた。また，南海トラフ全域について言えば３０

年以内にマグニチュード８以上の地震発生の可能性がしばしば言及されており，その確率は７０％程度とも予

測されている。  

この地域は，巨大地震がいつ起きてもおかしくない状況にあり，本院においてもそれらへの対策として，災

害対策マニュアルの策定や，毎年の防災訓練等を行ってきたところである。 

また，本院は愛知県災害医療コーディネーターを選出するとともに，愛知県の地域災害拠点病院に指定され

ていることから，南海トラフ地震のような大規模広域災害が発生した場合には，愛知県災害対策本部の対応方

針に基づき，愛知県医師会，中核拠点病院および他の災害拠点病院等との連携の中で，役割分担に応じた医療

救護活動の中心的存在となることが期待されており，被災現場においても救護所や救急病院，救急診療所等と

の円滑な情報共有を図りながら，災害時における重症患者等の適切な医療を行う必要がある。 

そのためには，本院における病院機能の維持に必要な建物・設備・ライフライン等の被害を最小化するため

の耐震対策等（ハード面）を可能な限り強化すると同時に，災害時に誰が何をいつまでに行うべきかという行

動計画（ソフト面）を策定するとともに，関係者に周知し，訓練等を通じて日頃から対応力を高めておく必要

がある。 

本院では，２０１４年夏から関係部門関係者によるＢＣＰ策定委員会を設置して，被災想定，災害時優先業

務，ボトルネック資源と影響度分析，及び行動計画と事前対策の検討を行い，この計画書（第一版）をまとめ

た。今後も訓練などにより検証し，継続的に改善を図っていくものとする。 

大規模災害発生時には，全職員が一丸となってこの計画書に基づいて対応し，本院が地域医療の「芯柱」と

して貢献する事を目指すものである。 
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１１．．⽬⽬的的・・基基本本⽅⽅針針  
１１－－１１  目目的的  

本院は，東海地区での大規模な地震・津波等自然災害またはそれに類する事態が発生した場合でも，病院機

能を可能な限り維持しまたは早期に復旧し，病院内の全職員が協力して，初動，急性期から復興期に至るまで

切れ目無く災害医療活動を継続することにより，人命を救助し，地域社会の早期復興に貢献するため，名古屋

大学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）（以下「名大病院ＢＣＰ」という。）を策定する。 

１１－－２２  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰのの基基本本方方針針  

本院は，大規模災害時においてもその社会的使命を果たすため，名大病院ＢＣＰの策定にあたり以下のとお

り基本方針を定める。 

 

（１）他の医療機関等との協力体制に基づき，状況に応じた最善の方法を柔軟に選択し，一人でも多くの人

命を救助する。 

 

（２）病院機能が可能な限り維持できるよう施設・設備等への事前の対策を強化するとともに，災害時には，

患者や職員の安否確認を行うと同時に，施設・設備等の被災状況を確認し，病院機能の維持継続また

は早期復旧に最善を尽くす。 

 

（３）災害拠点病院としての役割を鑑み，災害時の初動対応から復旧・復興期にわたり，地域社会の「芯柱」

となっての復興への貢献を果たす。 

 

１１－－３３  適適用用のの範範囲囲  

名大病院ＢＣＰは，本院の全部門に適用する。 

 

１１－－４４  文文書書管管理理とと開開示示範範囲囲  

◆名大病院ＢＣＰは，経理課施設管理グループが原本の最新版管理を行う。 

◆この文書は，適用の範囲である病院内全部門の全職員に開示し周知する。 

◆広域災害医療活動のために必要な関係機関（愛知県および名古屋市の地域防災計画に基づく災害対策本部，

愛知県医師会，ＤＭＡＴおよび他の災害拠点病院等）からの求めに応じて開示することができるものとす

る。 
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２２．．災災害害拠拠点点病病院院ととししててのの使使命命おおよよびび他他のの医医療療機機関関ととのの連連携携  
本院は，愛知県の地域災害拠点病院に指定されており，大規模災害時には，下図のとおり，愛知県災害対策

本部での対応方針に従って，他の医療機関やＤＭＡＴとの協力のもと対応することとなる。なお，本院は愛知

県災害コーディネーターを選出しており，愛知県災害対策本部での決定事項を直接情報共有できる仕組みにな

っている。 

災害拠点病院としての使命は，２４時間いつでも災害に対する緊急対応でき，被災地域内の傷病者の受け入

れ・搬出が可能な体制を持つことである。さらに災害時においては，本院における病院機能の稼働可能状況を

もとに，傷病者の受け入れ可能人数あるいは本院から搬出すべき重症患者数等を把握し，愛知県災害対策本部

等上部組織へ報告することが必要となる。 

 

愛知県災害対策本部 

・愛知県職員 

・統括ＤＭＡＴ 

・日本赤十字社愛知県支部職員 

・愛知県警察職員 

・自衛隊員 
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＜愛知県医療関係機関と連携した医療活動のイメージ＞ 

 
急性期 

０～７２時間 

亜急性期 

７２時間～７日

中長期 

８日～１ヶ月 

復興期 

１ヶ月～ 

外部 
愛知県・ 

医師会等 

・ＤＭＡＴ等派遣要請 

・医事品等の確保 

・広域医療搬送実施のためのＳＣＵの設置 

・県域を超えた協力体制の確立 

・災害拠点病院による重傷患者等の受入・広域搬送 

 

名大 

病院 

外部受入 

 

   

本部     

病棟     

救急     

中診     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ 

被災情報収集 

病院機能の評価，受入搬出統制 

病院機能維持・復旧 

病棟機能維持（投薬，食事等） 

トリアージ，赤対応，黄対応，緑対応，遺体対応

バイタルサイン 
安定化 

重傷者の治療 

設
置 

安
否 

他県からの支援 

被災情報収集 
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３３．．被被害害想想定定  
３３－－１１  想想定定すするる災災害害とと被被災災想想定定  

３３－－１１－－１１  想想定定すするる災災害害  

一般にＢＣＰは，震災のみならず，台風，竜巻といった自然災害やＳＡＲＳのような感染症の蔓延，または

テロや大事故といったオールハザードを対象としている。 

日本は，地震国であり，これまで阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめとする様々な大震災に遭遇し多数

の人命や資財の損失を経験してきた。震災は，一度発生すると建物の破壊，ライフラインの停止，医療用資機

材の不足や故障など様々な業務リソースの欠損が同時に多数発生することが知られている。そのため，地震を

想定して，結果事象としてリソースの被災を策定しておけば，他の災害が発生した場合でも応用が効きやすい。 

名大病院ＢＣＰにおいては，国，愛知県および名古屋市が発表している「南海トラフ巨大地震」による被害

想定を参考として対応するのみならず，直下地震が発生した場合を想定し「震度６強」の被災状況を想定して

ＢＣＰを策定する。 

［参考］名古屋市ハザードマップによる被害想定の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

過去の最大クラスの地震を 
考慮した震度分布図 

あらゆる可能性を考慮した 

最大の震度分布図 

過去の最大クラスの地震を 

考慮した液状化想定域 

あらゆる可能性を考慮した 

最大の液状化想定域 
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３３－－１１－－２２  病病院院外外のの被被災災想想定定（（病病院院周周辺辺））  

項  目 発災直後 1 日後 4 日後 1 週間後 １ヶ月後 備考 

周辺の被害（名古屋市内） 

 電気（停電件数率） 89％ 81％ 2％ 2％ －  

 固定電話（不通回線率） 89％ 81％ － 3％ 3％  

携帯電話（不通回線率） 2％ 81％ 4％ 3％ －  

 上水道（断水率） 30％ 16％ － 6％ 0％  

 下水道（機能支障率） 3％ 3％ － 2％ 0％  

 都市ガス（復旧対象戸率） 5％ 5％ － 4％ －  

 一般道路（利用可能） 約 7 割 利用可能とは，被害なし又は当日から 3 日以内に緊急輸送が可能なレベ

ルに復旧可能と見込まれるものとする。  高速道路（利用可能） 全線 

 鉄道（運転支障期間） 1 週間以上の運行障害が想定される。 

 

項  目 発災直後 1 日後 4 日後 1 週間後 １ヶ月後 備考 

周辺の建物・人的被害（名古屋市） 

 揺れによる建物倒壊（棟） 4,900 － － － － 最も被害が大きい冬・

18 時のデータを記載  火災による焼失（棟） 4,900 － － － － 

 死者（人） 1,400 － － － － 
最も被害が大きい冬・

深夜のデータを記載 
 重傷者（人） 600 － － － － 

 その他負傷者（人） 4,500 － － － － 

避難者（人） － 319,000 － 373,000 349,000  

３３－－１１－－３３  病病院院内内のの被被災災想想定定とと対対策策のの現現状状  

（１）職員参集 

平成１９年６月に国土交通省が策定した「国土交通省業務継続計画」の算出基準を基に算定を行う。 

発災後 参集可能人数 

１時間目 ４Km 圏内の職員の６割 

３時間目 １２Km 圏内の職員の６割 

１日～３日目 ２０Km 圏内の職員の６割 

３０日目 全職員の９割 

 

上記の基準を基に本院の防災関連部署の人員を職種毎に整理し，時間毎に算出した参集率は，以下のとおり

である。 

発災からの時間 医師 コメディカル 薬剤師 事務 合計 

1 時間目 ４２.４％ １８.８％  ６.８％ １０.５％ １７.５％ 

3 時間目 ４９.２％ ３２.９％ ３１.８％ ３２.４％ ３４.８％ 

1 日目～3 日目 ５０.８％ ４８.８％ ４０.９％ ４９.５％ ４７.６％ 

30 日目 ８９.８％ ９０.０％ ８９.８％ ９０.５％ ９０.０％ 

 

また，看護師については，別途収集したデータから算出した結果，発災から１時間以内に参集できる職員の

数は全看護師の３６.２％，３０日目については９０％の看護師が参集する。 
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４４．．災災害害時時のの対対応応体体制制  
４４－－１１  災災害害対対策策本本部部  

４４－－１１－－１１  設設置置基基準準  

基  準 設 置 に つ い て  

火災発生 
発生次第，即時設置 

名古屋市震度６弱以上の地震 

名古屋市内で震度６弱未満の

地震・その他の災害 

平日診療時間内 必要に応じて，病院長（副病院

長）の指示により設置

休日・平日診療時間外 必要に応じて，避難班長の指示

により設置 

４４－－１１－－２２  設設置置場場所所    

 中央診療棟 ３階講堂（不可能な場合は，医系研究棟１号館地下会議室を使用する。）  

４４－－１１－－３３  災災害害対対策策本本部部組組織織図図  

（１）全体像 

医学部附属病院災害対策本部 
災害対策本部⻑ ⼊院調整統括補助者 安全統括者 職員配備班 
診療統括者 職員統括者 職員召集班 
災害初療統括者・ＤＭＡＴ統括者 診療⽀援統括者 勤務状況確認班
⼊院調整統括者 中央診療部⾨責任者 情報連絡班 

   

     
中央診療施設 病棟他 救急外来  診療⽀援

⼿術部 NICU GCU トリアージエリア  資材調達
放射線部 EMICU SICU 緑救護所  施設維持

⾎液浄化部 ２Ｅ ３Ｗ ⻩救護所  患者対応
薬剤部 ３Ｅ ４Ｗ ⾚救護所   
検査部 ４Ｅ・MFICU ５Ｗ 患者搬送   
ＭＥ部 ５Ｅ ６Ｗ 遺体安置所   

光学診療部 ６Ｅ ７Ｗ   
リハビリテーション部 ７Ｅ ８Ｗ   

中央材料部 ９Ｅ ９Ｗ   

 

１０Ｅ １０Ｗ   
１１Ｅ １１Ｗ   
１２Ｅ １２Ｗ   
１３Ｅ １３Ｗ   

外来   
栄養管理部   
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４４－－１１－－４４  災災害害対対策策本本部部組組織織図図  （（休休日日・・夜夜間間））  

（１）全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）参集 

１．注意情報の報道もしくは名古屋大学災害対策統括本部から注意情報の伝達があった時は，待機して各

所属長による連絡網の指示に従う。 

２．東海大地震の情報発令があった時は，待機して各所属長による連絡網の指示に従う。 

３．愛知県で震度６弱以上の地震があった場合は，名古屋大学医学部・医学系研究科及び附属病院の周囲

４ｋｍ前後に居住し，徒歩，自転車，バイク等で参集が可能な職員は，各自及び家族，家屋の安全を

確保した上で，速やかに参集する。また，４ｋｍを越える場合においても交通の手段が確保され次第

に参集する。ただし，参集行動は明るくなってから行うものとする。 

４．管理職及び看護宿舎に居住する者は，原則全員参集する。 

５．参集できない場合は，必ず名大ポータルサイトに安否の登録を行うこととする。 

災害指揮官：避難班長 

副指揮官：救急部リーダー 

・事務当直 

・防災センター員 

 

★災害指揮官の指示による

「情報収集」,「幹部連

絡」,「職員召集」 

・管理当直師長 

 

★勤務している看護師及び入

院患者の安否確認 

★病棟の被害状況の確認 

★暫定本部への被害状況報告 

・センター当直 

 

★施設の安全確認 

★被害状況の確認 

★ライフラインの確保 

・当直や日直の職員（医師，

看護師，薬剤師，検査技

師，放射技師） 

 

★入院患者の安全確保 

★災害指揮官の指示による診

療開始の準備 
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４４－－１１－－５５  災災害害対対策策本本部部体体制制のの構構築築  

１．発災後，災害対策本部メンバーは，中央診療棟３階講堂に参集する。 

２．災害対策本部長を決定する。（病院長不在の場合は代行者） 

３．災害時対応チームのリーダーを参集メンバーの中から任命する。 

４．指名された各リーダーは，参集メンバーの中からチームメンバーを指名する。 

５．チーム毎の活動を開始する。 

４４－－１１－－６６  職職員員のの安安否否確確認認  

災害対策本部（東山キャンパス設置）が実施する安否確認システムを活用し，配信されるメールに対して各

職員が安否確認登録を行う。安否確認登録結果に対して，各所属が名古屋大学から提供を受けたリストと突合

せを行い，安否の確認を行う。 

４４－－１１－－７７  被被災災情情報報のの収収集集  

●看護職員（病棟，外来勤務） 

・別紙の「災害時病棟用チェックリスト様式１」を使用し，中央診療棟３階講堂に設けられた災害対策本

部に報告を行う。 

●医療技術職員・事務職員等，看護職員（上記以外） 

・別紙の「災害時病棟用チェックリスト様式２」を使用し，中央診療棟３階講堂に設けられた災害対策本

部に報告を行う。 

 

５５．．⾮⾮常常時時優優先先業業務務  
５５－－１１  概概要要  

各部門での非常時優先業務の概要は，以下のとおりである。 

部 門 非常時優先業務 目標開始時間 

災害対策本部 

１．被災情報収集，本部設置・運営 

２．病院機能の評価（受入/搬出統制） 

３．外部関係機関との連絡・調整，受入 

４．病院機能維持・復旧 

直後 

６時間以内 

６時間以内 

１日以内 

病棟 

１．被災情報収集・報告 

２．バイタルサイン維持 

３．病院機能維持（投薬・食事等） 

直後 

直後 

６時間以内 

救急 

１．トリアージ 

２．赤対応 

３．黄対応 

４．緑対応 

５．黒対応 

直後 

直後 

直後 

直後 

直後 

中央診療 

１．バイタルサイン維持 

２．被災情報収集・報告・機能評価 

３．手術室での重傷者受入準備 

４．放射線等検査体制準備 

５．滅菌・洗浄の継続 

６．重傷者の治療 

直後 

６時間以内 

６時間以内 

６時間以内 

６時間以内 

１日以内 
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５５－－２２  災災害害発発生生時時のの業業務務フフロローー  
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６６．．⾮⾮常常時時優優先先業業務務とと⾏⾏動動計計画画    
６６－－１１  事事業業継継続続戦戦略略  

災害時には，一人でも多くの人命を救うため，災害の規模による自院の被害状況に合わせて，以下のとお

り柔軟な対応が求められる。 

また，愛知県災害対策本部の方針に基づき，他の医療機関とも連係しつつ対応を判断して行く必要がある。 

 

パターン 被害状況 対応の概要 

ケース１ 
自院に被害なし 

（リソース制約なし） 

救護活動 

患者の受入れ 

ケース２ 
自施設に被害発生 

（リソースに制約あり） 

救護活動，病院機能の維持・復旧 

患者の受入れ，または，入院患者の搬送 

ケース３ 自施設が火災・倒壊 
避難，退避， 

入院患者の搬送 

 

特に「ケース２」の状況においては，ライフラインや病院機能の被害の程度によってさらに次のとおりの

方針で対応するものとする。 

［ケース２の中での被災状況に応じたＢＣＰ戦略と発動基準］ 

ＢＣＰ戦略（対応方針） ＢＣＰ発動基準 

１ 

・通常外来は閉鎖。 

・トリアージ体制に移行し重傷者を受け入れる。 

・対応中の手術の終了後，予定手術は中止する。 

大規模災害によって多数傷病者が発生

した。 

２ 

・安否確認，設備等の被災状況の確認を行う。 

・非常用電源に切替える。 

・非常用通信手段を配備する。 

・井戸水，貯水槽からの水の供給を開始する。 

病院内で一部設備が損傷し，停電，電

話使用不能，上水道停止などライフラ

インの供給が停止した。 

３ 
・重傷者の受け入れを中止する。 

・ＩＣＵ患者等，重傷者の搬送を検討する。 

停電が長期化し，または治療に必要な

医療機器の損壊が著しく，重傷者の治

療が継続できない。 

４ 

・医学部への給水を停止する。 

・透析治療およびオートクレープ／洗浄機へ供給可

能な水量の確認。 

・確保できない場合，透析患者や重傷者の受入中

止，他の病院への搬送を検討する。 

上水道の供給停止が長期化し，透析治

療や滅菌・洗浄に影響があることが確

認された。 

５ ・入院患者の別の病院への搬送を検討する。 

下水道（トイレ）が使用不可となり，

復旧の目途がたたない。（長期化する

見込み） 
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６６－－２２  部部門門別別行行動動計計画画表表  

災害対策本部 

 

No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

１ 発災直後 

６時間 

以 内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害対策本部の体制構築 

 設置基準に該当する災害が発生した場合，関係者は速

やかに中央診療棟３階講堂に参集し，組織図に記載の

災害対応チームを編成する。 

 （休日・夜間の場合は，一旦は当直メンバーで最小限

のチームを編成し，職員の参集とともに徐々に組織を

拡大して行く） 

 

 院内の被害状況の把握 

 各部門から，所定の報告用紙による被害状況の報告を

受け，全体を取りまとめる。 

 職員，来訪者等の安否状況を取り纏める。 

 各建物の被害状況（トリアージ場所も含む）および，

電気・ガス・水道等ライフライン供給の状況を取り纏

める。 

 医療機器，ＲＯ水製造装置，滅菌・洗浄設備等の稼働

状況を取り纏める。 

 

 患者の状況把握 

 入院患者の安否確認。（ＩＣＵ／病棟別） 

 空病床数の確認。 

 

 病院機能の提供能力の評価 

 病院全体の被害状況を集約し，病院機能の能力評価を

行う。 

 

 第一回 災害対策本部会議の開催 

 病院全体の被害状況および病院機能の能力評価に基づ

き，当面の対応方針を決定する。（通常外来は閉鎖，

トリアージ・救護所の設置，予定手術の中止，総合案

内を中止し家族の問い合わせ窓口設置など） 

 患者受入可能人数，または搬出すべき人数・対象の判

断，意思決定。 

 

 外部関係機関との情報連絡・協議・調整      

 愛知県・名古屋市の災害対策本部，医師会，ＤＭＡＴ

等と連絡を取り合い，被災地域全体の被害状況，医療

チームの動向等，情報収集を行う。 

 自院の被災状況，病院機能の状況等を報告する。 

 被災者の受入，ＤＭＡＴ応援チームの受入等につい

て，協議・調整する。 

 ＤＭＡＴ等応援受入の準備。 

 通信手段確保。 

 

情報連絡班 

職員召集班 

職員配置班 

 

 

 

 

 

 

情報連絡班 

 

勤務状況確認班 

施設維持班 

 

 

診療支援統括者 

 

 

入院調整統括者 

 

 

 

本部長， 

本部内各統括者 

情報連絡班 

 

本部長，情報連

絡班 

 

 

 

 

 

 

ＤＭＡＴ統括者 

３ 災害対策

本 部 組 織 図

参照 

 

 

 

 

 

 

様 式 １ ， ２

参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.１ 事業継

続戦略参照 

 

ト リ ア ー ジ

・ 救 護 所 に

つ い て は ，

災 害 対 策 マ

ニ ュ ア ル 参

照 
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No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

１ 発災直後 

６時間 

以 内 

 

 

 インフラ維持・復旧 

 自家発電装置，上下水設備，ガス，空調設備等の稼動

維持または復旧。 

 水の供給の維持・調整。 

 情報システムの稼動維持または復旧。 

 

 調達 

 自家発電用燃料の在庫確認，調達手段の確保。 

 医療機器の修理・復旧の手配。 

 診療材料の在庫確認と追加発注の調整。 

 薬剤・消耗品等の在庫確認と追加発注の調整。 

 緊急食料・水・病院食等の在庫確認と追加発注の調

整。 

 

 感染対策に関わる設備(トイレなど)の被害情報，水や

必要物品の確保の状況を収集する 

 

施設維持班 

 

 

 

 

 

診療支援統括者 

資材調達班 

施設維持班 

 

 

 

 

 

感染対策担当者 

 

２ 初動期 

７時間 

～  
１日以内 

 職員の配置管理・勤務体制等安全衛生管理 

 職員の参集状況の管理と適切な配置。 

 交替制勤務の計画。 

 職員への食事の供給。 

 休憩の場所と時間の供給。 

 

 受付体制・業務内容の変更 

 外来受付停止等の対応方針に伴う総合受付業務の変

更。 

 入院患者・救急患者の家族からの問い合わせ等への対

応。 

 避難場所を期待して来院する地域住民への対応。 

 

 水の確保状況の確認 

 

 トイレ・手洗い設備の確認と確保 

 

 医療に必要な物品(個人防護具，ディスポ製品含む)の

確保状況の確認 

 これらの情報と現場での活動可能人員を勘案して感染

対策を立案する。 

 

安全統括者 

職員配置班 

勤務状況確認班 

 

 

 

診 療 支 援 統 括

者・班 

 

３ 急性期 

２日 

～  
３日 

 ＤＭＡＴ応援チーム等受入      

 待機場所，宿泊場所等への案内。 

 受入時の状況説明。 

 支援業務の調整。 

 

 （合同）災害対策本部会議の開催 

 被災地域の被害の状況，全体の負傷者の受入計画。 

 病院全体の被害状況および病院機能の状況に基づく対

応方針の調整・再確認。 

 患者受入可能人数，または搬出すべき人数・対象の再

確認，調整。 

 

ＤＭＡＴ統括者 

 

 

 

 

本部長， 

情報連絡班 

 

 

 

 

 

愛 知 県 地 域

防 災 計 画 等

参照 

 

 

６.１事業継

続 戦 略  参

照 
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No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

３ 急性期 

２日 
～  

３日 

 職員の配置管理・勤務体制等安全衛生管理 

 交替制勤務の実施。 

 職員への食事の供給。 

 休憩の場所と時間の供給。 

 

 必要物品の需要と供給状況の情報，現場設備の復旧状

況を総合して病院横断的な感染対策を開始する(外来・

入院患者，感染症サーベイランス) 

 

 

安全統括者 

職員配置班 

勤務状況確認班 

 

 

ＩＣＴ，施設管

理グループ，救

急 科 ， 各 診 療

科，ＳＰＤ，中

材 

 

４ 

 

亜急性期 

４日 

～  
７日 

 インフラ復旧状況の確認と対応方針の再確認 

 病院機能への制約条件となっている電気・ガス・水道

等の復旧状況を確認する。 

 特に水については，透析治療や滅菌・洗浄等での使用

量と貯水槽等の残量を常に監視し，対応方針の見直し

が必要ないか再確認する。 

 

 ＤＭＡＴ応援チーム等との調整      

 定期的に状況確認をし，対応計画の見直し・調整を行

う。 

 応援期間の調整等を話し合う。 

 

 職員の配置管理・勤務体制等安全衛生管理 

 交替制勤務の実施。 

 職員への食事の供給。 

 休憩の場所と時間の供給。 

 

 必要物品の需要と供給状況の情報，現場の設備や診療

の復旧状況，感染症サーベイランスの情報を総合して

感染対策を立案・実施する 

 物品の供給状況により，上記の感染対策の内容を検討

しながら行う。物品供給が少ない場合は，単回使用用

の物品の効率的な使用を考慮するなど，供給が回復す

れば，それに応じて感染対策の質を平時のレベルに上

げていく。 

 アウトブレイク時は対応。 

 必要に応じてワクチン接種。 

 感染症診療支援は，活動可能人数，現場の復旧度合

い，物資の補給状況によって支援の質を向上させてい

く。 

 

施設維持班 

本部長， 

情報連絡班 

 

 

 

 

本部長， 

ＤＭＡＴ統括者 

 

 

 

安全統括者 

職員配置班 

勤務状況確認班 

 

 

ＩＣＴ，施設管

理グループ，救

急 科 ， 各 診 療

科，ＳＰＤ，中

材 

６.１事業継

続戦略参照 

 

 

 

 

 

愛 知 県 地 域

防 災 計 画 等

参照 

 

 

５ 中長期 

８日 

～  
１ケ月 

 定期連絡会議の開催      

 対応状況を報告しあい，課題への対応を相談する。 

 

 職員の配置管理・勤務体制等安全衛生管理 

 交替制勤務の実施。 

 職員への食事の供給。 

 休憩の場所と時間の供給。 

 

 

本部長， 

ＤＭＡＴ統括者 

 

安全統括者 

職員配置班 

勤務状況確認班 
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No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

６ 復興期 

１ケ月以降 

 定期連絡会議の開催 

 対応状況を報告しあい，課題への対応を相談する。 

 

 職員の配置管理・勤務体制等安全衛生管理 

 状況により通常の勤務体制に移行。 

 職員への食事の供給。 

 休憩の場所と時間の供給。 

本部長， 

ＤＭＡＴ統括者 

 

安全統括者 

職員配置班 

勤務状況確認班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害対策本部以外に救急科，検査部，手術室部，放射線部門，ＩＣＴ，材料部，ＳＩＣＵ部門，ＥＭＩＣＵ部

門，血液浄化部，ＮＩＣＵ部門，臨床工学技術部，メディカルＩＴセンター，地域医療センター，栄養管理部，

薬剤部門，看護部（病棟部門），看護部（外来部門），施設管理グループ，駐車場整理事務室，地域医療セン

ター病診連携室，保安員，予約センターの部門別行動計画を策定している。代表例として，救急科の部門別行

動計画を下記に示す。 

 

救急科 

 

No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

１ 発災直後 

６時間 

以 内 

 消火・救出 

 職場で火災が発生した場合は，初期消火を行い，防災

センターに連絡する。 

 建物や設備等の破損等による負傷者があれば，救出す

る。 

 

 避難誘導 

 危険箇所があれば避難誘導し，防災センターに連絡す

る。 

 

 職場の被害状況の確認と報告 

 被害状況を確認し，所定の報告用紙を用いて災害対策

室に報告する。 

 

 救急医療から災害医療への切り替え      

 現在ＥＲで診療している症例を確認する。 

 多数傷病者受け入れの準備を開始する。 

 災害本部の指示に従い，赤ブースを立ち上げる。 

 トリアージ，緑，黄色から来る「トリアージ赤」症例

の診療を開始する。        

 

 

職場全員 

 

 

 

 

 

自衛消防隊 

 

 

 

救急担当医 

救急担当看護師 

 

 

赤ブース担当医

師・看護師 

 

 

 

２ 初動期 

７時間 

～  
１日以内 

 災害医療の継続      

 災害本部と連絡を取り合いながら，「赤ブース」の診

療を継続する。 

 参入してくる各ＤＭＡＴ隊と協力し，広域搬送含めた

対応を検討する。      

        

 

赤ブース担当医

師，看護師 
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No. 
時系列 
区分 

活動内容 担当 備考 

３ 急性期 

２日 
～  

３日 

 災害医療の継続      

 災害本部と連絡を取り合いながら，「赤ブース」の診

療を継続する。 

 各ＤＭＡＴ隊と協力しあう。   

 

   

赤ブース担当医

師，看護師 

 

４ 

 

亜急性期 

４日 

～  
７日 

 災害医療の継続      

 災害本部と連絡を取り合いながら，各ブースでの災害

医療から亜急性期の医療（避難者への対応，公衆衛生

的問題症例など）への対応策を検討する。 

 各ＤＭＡＴ隊含めた支援隊と協力しあう。  

災害本部  

 

５ 中長期 

８日 

～  
１ケ月 

 災害医療の継続      

 災害本部と連絡を取り合いながら，各ブースでの災害

医療から亜急性期の医療（避難者への対応，公衆衛生

的問題症例など）への対応策を検討する。 

 各ＤＭＡＴ隊含めた支援隊と協力しあう。     

災害本部  

 

６ 復興期 

１ケ月以降 

 災害医療から通常の救急医療への切り替え     

 災害診療から日常診療への切り替え状況に応じて，Ｅ

Ｒも徐々に通常の救急医療へ変更していく。     

 

救急科 

 

 

 

 

７７．．部部⾨⾨別別事事前前対対策策リリスストト  
 

災害対策本部 

 

No 

脆弱性課題 
実施すべき事前対策 

（設備投資の場合は見積もり概算も記載） 
責任部門 

実施 

計画日
完了日 重要 

リソース 

影響する 

業 務 

１ 

２次ラ ウン

ド以降 の報

告 

す べ て の 報

告業務 

変更があれば都度ＰＨＳにより報告す

る。 

各病棟   

２ 

職員参集 

職員登録 

適 材 適 所 へ

の割り振り 

登録リストの作成，アクションカード

の作成。 

人事労務

グループ 

H28.3

末まで 

 

３ 

ＳＰＤ 物 品 の 加 不

足 

災害時行動計画の作成。 経理課 H28.3

末まで 

 

４ 

外来・ 学生

等帰宅 困難

者 

避 難 場 所 へ

の誘導 

帰宅困難者を避難場所へ誘導する為に

避難場所の把握をしておく。 

総務課 H28.3

末まで 
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◆災害対策本部以外に救急科，検査部，手術室部，放射線部門，材料部，ＳＩＣＵ部門，ＥＭＩＣＵ部門，血液

浄化部，ＮＩＣＵ部門，臨床工学技術部，メディカルＩＴセンター，地域医療センター，栄養管理部，薬剤部

門，看護部（病棟部門），看護部（外来部門），施設管理グループの部門別事前対策を計画している。代表例

として，救急科の部門別事前対策を下記に示す。 

 

救急科 

 

No 

脆弱性課題 
実施すべき事前対策 

（設備投資の場合は見積もり概算も記載） 
責任部門 

実施 

計画日 
完了日 重 要 

リソース 

影響する 

業 務 

１ 

診療ベッド 

不足 

重症例診療困

難 

緊急時にＥＲに投入できるベッドを用

意。 

救急科 

施設管理グ

ループ 

未定 

 

２ 

診療スペース 

不足 

重症例診療困

難 

現状のＥＲ（赤ブース）での対応可能人

数は７名（ベッド数）。 

災害拠点病院としては少な過ぎる。ＥＲ

の拡張もしくは待合室を診療室へ変更で

きるシステムを作成しておく。 

救急科 

施設管理グ

ループ 

H28.3 末

まで 

 

３ 

PC，モニター

破損 

診療困難 電子カルテ閲覧困難となり診療に障害が

でる。代替えのノートＰＣなどを用意す

る。 

ＭＩＴセン

ター 

未定 

 

４ 

移動用簡易生

体モニター 

不足 

重症例搬送困

難（危険度上

昇） 

患者搬送や緊急時ベッド数上昇させた場

合に見合うように簡易移動用生体モニタ

ー数を用意しておく。 

救急科 

医療機材係 

未定 

 

５ 

ド ク タ ー ヘ

リ，防災ヘリ

受け入れシス

テム不足 

重 症 例 の 搬

出，搬入の不

手際 

常時ヘリポート観察モニターをＥＲに常

備，ドクターヘリ受け入れ専用ホットラ

イン作成。 

 

救急科 

医療機材係 

未定 

 

６ 

心電図計故障 心電図測定困

難 

故障した場合に代替え機の準備。（臨床

工学部から借りるための流れを作成す

る。） 

救急科 

臨床工学部 

H28.3 末

まで 

 

７ 

超音波装置故

障，不足 

超音波検査困

難 

災害時に使用できるような簡易ポータブ

ル超音波機を複数用意する。（現在２機

ＥＲに常備）。 

実際は，さらに必要となることが予想さ

れる。（赤，黄，緑のブースで使用する

ことが予想される。） 

救急科 

臨床工学部 

未定 
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８８．．名名⼤⼤病病院院ＢＢＣＣＰＰのの維維持持・・運運⽤⽤  
名大病院ＢＣＰを定期的に見直し，さらに実効性の高いものとしていくため，定期的な訓練やレビューを行

うなど，事業継続マネジメント（ＢＣＭ）活動に取り組むこととする。 

８８－－１１  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰのの推推進進体体制制  

名大病院におけるＢＣＰの推進責任者，担当者は以下のメンバーとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名大病院ＢＣＰ推進のための主な活動は，以下のとおりである。 

（１） ＢＣＰの策定・運用・維持・見直し，ならびに更新スケジュールの策定 

（２） 「事前対策の実施計画」の進捗管理，推進，計画の見直し 

（３） ＢＣＰに対する質問・意見が生じた場合の組合員企業からの相談窓口 

（４） 県・市町村，……関係者との連携及び情報共有 

８８－－２２  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰ訓訓練練  

名大病院ＢＣＰ訓練の実施については，別途計画することとする。 

８８－－３３  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰのの点点検検  

名大病院ＢＣＰ推進担当者は，年１回以上の頻度でＢＣＰの点検を実施する。 

 

【名大病院ＢＣＰの点検の内容】 

（１） 名大病院ＢＣＰの内容の抜け・漏れ 

（２） 組織の役割，体制，及び事業環境の変化に伴う変更事項の名大病院ＢＣＰへの反映 

（３） 名大病院ＢＣＰの実効性 

（４） 「事前対策の実施計画」の実施状況 

８８－－４４  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰのの改改訂訂  

名大病院ＢＣＰの改訂は，以下のタイミングに行い，医学部附属病院常任会の承認を得るものとする。 

① 事前対策の実施により，手順等が変更となったとき 

② 被害想定等の変更に伴い，内容の見直しが必要となったとき 

③ 経営層による見直しにより，名大病院ＢＣＰの改訂が必要になったとき 

④ 点検・監査により名大病院ＢＣＰの実行に不具合があると報告されたとき 

⑤ 訓練等において不具合が生じ，見直しの必要が生じたとき 

【名大病院ＢＣＰ推進体制】 

責 任 者：副病院長（防災担当）  

副責任者：救急科教授，医療の質・安全管理部長，中央感染制御部長，看護部長，事務部長  

メンバー：救急科，手術部，外科系集中治療部，救急・内科系集中治療部，放射線部，検査部，血液浄化

部，総合周産期母子医療センター，中央感染制御部，光学医療診療部，臨床工学技術部，メデ

ィカル IT センター，栄養管理部，看護部（病棟・外来），薬剤部，中央材料部，地域連携・患

者相談センター，外来部門（外来医長会議構成員），事務部（事務部次長，総務課，医事課，

医療業務支援課，人事労務グループ，経営企画課，経理課，学務課，施設管理グループ） 

事務担当：施設管理部ループ 施設管理係  
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      ◆◆施施設設編編◆◆  
 

 

 

 

 

◆名古屋大学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ） 施設編【全 86 ページ】 

１．名大病院ＢＣＰ「施設編」の考え方 

１－１ 「施設編」策定の趣旨 

１－２ 名大病院ＢＣＰのリソース 

１－３ リスクの想定 

１－４ 災害時医療の時系列変化 

１－５ 名大病院ＢＣＰの基本的な考え方 

１－６ 災害時に継続する病院機能の考え方 

１－７ 初動対応（発災後 72 時間）の考え方 

１－８ 設備の機能維持 

１－９ 医療機器・什器類の耐震対策 

１－１０ 備蓄の考え方 

２．施設・設備の現状 

２－１ 基本情報 

２－２ 建物の状況 

２－３ ライフラインの状況 

２－４ 昇降機設備の状況 

２－５ 医療機器や家具の転倒対策状況 

２－６ 設備の整備状況 

２－７ 中央診療棟ヘリポートと患者搬送用エレベー

ター 

２－８ 医療継続のための対応 

２－９ 災害時医療体制等 

２－１０ トリアージスペース 

３．備蓄品 

３－１ 備蓄品 一覧 

３－２ 備蓄倉庫 配置図 

４．非常用電源供給 

４－１ 病棟 非常用電源供給先 一覧 

４－２ 中央診療棟 非常用電源供給先 一覧 
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１１．．名名⼤⼤病病院院ＢＢＣＣＰＰ「「施施設設編編」」のの考考ええ⽅⽅  

１１－－１１  「「施施設設編編」」策策定定のの趣趣旨旨  

 名古屋大学医学部附属病院（以下，「名大病院」という）は，東海地区での大規模な地震・津波等自然災害，

またはそれに類する事態が発生した場合でも，病院機能を可能な限り維持し，または早期に復旧し，病院内の

全職員が協力して，急性期から復興期に至るまで，切れ目なく災害医療活動を継続することにより，人命を救

助し，地域社会の早期復興に貢献にするため名古屋大学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）（以下，「名

大病院ＢＣＰ」という）を策定する。 

 名大病院ＢＣＰでは，基本・運用編において，マニュアルの策定，訓練，運用などの運用側（ソフト）のＢ

ＣＰを定めているが，災害時における名大病院ＢＣＰの速やかな実施は，病院の施設・設備の性能，機能を病

院スタッフが理解し，その性能，機能を最大活用することが重要であることから，ここに医療機器や施設・設

備，備蓄などの施設側（ハード）のＢＣＰ，「名古屋大学医学部附属病院事業継続計画（ＢＣＰ）施設編」を

策定する。 

１１－－２２  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰののリリソソーースス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１－－３３  リリススククのの想想定定  

医療施設の医療継続を妨げるリスクとしては，地震や洪水などの自然災害，事故やテロ，集団感染などの人的

災害，ウィルスや情報漏えいなどの情報事故等，数多くのリスクがあるが「大規模地震」をリスク対象として扱

い，過去の地震を考慮した最大クラスの地震（震度6強程度）及びあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震

（震度7程度）を想定する。 

 

１１－－４４  災災害害時時医医療療のの時時系系列列変変化化  

災害時医療は，発災後からの時間経過とともに，その対応が変化する。名大病院ＢＣＰとして，ライフライン

や施設機能等の設備が大きく被災している急性期を中心に災害時医療継続を考える。 

 

 急性期 亜急性期 中長期 復興期 

発災後の経過時間 0～72 時間 72 時間～7 日目 8 日目～4 週目 5 週目～ 

災害時医療 

指揮命令 

病院スタッフ 

医療資材 

医療機器 

薬品 

業務管理 

事業継続空間（建物） 

事業継続空間を構築するため
の設備（防災・照明・エレベ
ーター・空調・換気等） 

事業継続に必要な設備（電
⼒・給排⽔・医療ガス・厨房
器具等） 

ライフライン途絶時の代替⼿段 院内情報 

外部との通信 

ライフライン 

建物２次部材・什器・備品 
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１１－－５５  名名大大病病院院ＢＢＣＣＰＰのの基基本本的的なな考考ええ方方  

◆災害時対応は，名大病院のリソースが極度に制限された状態からのスタートになる。「医療を継続する」と

いうことは，単に電力や医療機器を機能させるだけではなく，その医療行為に必要なすべてのリソースを揃

えることである。リソース全体のバランスを考慮した真に機能する「名大病院ＢＣＰ」が求められる。 

◆大規模地震により，名大病院の内外で発生する状況を具体的に想定し，減少するリソースに応じて継続する

医療を見極め，名大病院の守備範囲を明確にする。 

◆名大病院ＢＣＰは，マニュアルの策定，訓練，運用などの運用側（ソフト）と医療機器や施設・設備，備蓄

などの施設側（ハード）の構成とし，災害時医療継続方針に基づいた名大病院ＢＣＰを策定する。 

◆この名大病院ＢＣＰに沿って，施設側（ハード）を徐々に充実させ，さらに運用側（ソフト）のレベルを引

き上げていくという考え方が重要であり，徐々に災害に対する対応力を高めていく。 

◆ライフラインの途絶や病院スタッフが参集できないことなどから病院機能が低下する中，多くの被災者の来

院などで需要が増加するため，需要と供給のギャップが一時的に著しく大きくなる。 

◆効果や有効性の評価をせずに「より安全側へ」という判断のみで装備された過大な設備容量や備蓄量は名大

病院にとって負担となる。特に，大容量の非常用発電機の導入や施設の二重化・バックアップ・燃料や食料

の備蓄は，経年劣化による更新が必要になり，必要となるコストは名大病院の経営悪化に繋がる。 

◆災害拠点病院は，災害に対する 24 時間の緊急対応と傷病者の受け入れ・搬出が可能な体制と建物の耐震化

や備蓄，設備の信頼性が求められる。 

◆大規模地震時の病院ＢＣＰ対応は，建物自体の被害と非構造部材の被害を低減することが何よりも重要であ

る。建物を免震構造にすることにより，地表面の加速度が 1/5～1/10 程度に減衰することが期待でき，震

度 7 レベルの加速度は震度５程度に落ちる。 

◆名大病院は，外来・病棟・中央診療・管理・供給という 5 つの部門で構成され，高度にかつ有機的に連携し

て機能している。1 つの医療行為を機能させるために必要となる要素を洗い出し，それぞれの要素がボトル

ネックを発生することなく機能することが求められる。 

◆どのような災害レベルに対して，どのような医療を継続するのかを明確にし，必要になるリソースを洗い出

して，施設側・運用側のどちらがどう対応するのか，具体的・現実的に考える。 

 

 

 

 

１１－－６６  災災害害時時にに継継続続すするる病病院院機機能能のの考考ええ方方  

◆災害時における病院機能は，大きく区分して「入院患者への対応」と「救急患者への対応」という 2 つの病

院機能であり，患者や病院スタッフ等の安全確保・避難誘導をベース機能が支える形になる。 

◆ベース機能は，建物の構造強度，防災設備，避難誘導設備，非常照明設備，消火設備等，主に安全を確保し，

速やかに避難するための設備や空間を提供する機能である。 

 災害時における名大病院ＢＣＰの速やかな実施については，病院の施設・設備の性能，機能を病院

スタッフが理解し，その性能，機能を最大活用することが重要である。 

名大病院ＢＣＰコンセプト（施設対応）
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◆入院患者への対応は，酸素供給や吸引，モニター監視等による容態悪化防止医療行為から徐々に投薬や点滴，

検査，透析機能等による積極的医療行為へ移行し，通常に近い医療を行うという機能になる。 

◆救急患者への対応は，最低限の救急対応としてのトリアージ活動と救命処置から徐々に放射線投影や検査機

器を使用した診察・検査機能と手術や透析などの最終治療へ移行し，入院させるという機能になる。 

◆病院機能について手術を例に考えると，手術室に通じる通路の照明，ＰＨＳ，手術室の自動ドアなど，手術

機能継続のために全ての要素を揃えることが望ましいが，いずれかの要素が欠けた状況化の中でも，運用対

策を講じ手術機能を継続させる手段を想定する必要がある。 

◆病院機能継続の重要な考え方は，「どの病院機能を確実に確保するのか」ということである。 

◆名大病院の中で患者や病院スタッフが最低限の生活を可能にするための機能として，食事や排泄，暑さ寒さ

を凌ぐ環境，睡眠の確保，生活としての居住空間，感染防止のための衛生確保などが必要である。 

◆病院スタッフの参集予測が名大病院ＢＣＰ策定の基本となり，現実的・時系列的に参集可能人数を想定し，

それに応じて優先させる医療機能を決定していくという柔軟な考え方が必要である。  

◆運用（ソフト）と施設（ハード）の連携が重要であり，コストをかけて施設面を充実させても，いざという

時に使い方が分からないようでは全く意味がない。充分な施設対応を行っていても，病院スタッフが参集で

きないことや医療機器自体の被害が発生してしまうと，想定していた医療継続は不可能となる。 

◆電力と給水，医療ガスの供給途絶及び排水不能は，医療継続の可否を決める大きな問題である。 

◆初動対応をスムーズにクリアできて，初めて本格的な災害時医療の継続が可能になる。 

◆ボトルネックと想定外を無くすことを考える必要がある。医療機能を維持するための業務や作業と，そこか

ら派生する事象までを考慮に入れて検討することが重要である。例えば，夜間に給水車からの補給を受ける

場合の照明設備や緊急遮断弁作動時から復旧までの病院業務への影響等を考える必要がある。 

 

１１－－７７  初初動動対対応応（（発発災災後後 7722 時時間間））のの考考ええ方方  

◆名大病院ＢＣＰの初動対応で最も重要なことは，入院患者や外来患者，付き添い，見舞客，病院スタッフ等，

施設内に滞在している人たちの安全確保である。 

◆発災後 72 時間の初動対応は，地震による被害状況に左右される部分が多くなり，柔軟性が求められる。 

◆名大病院ＢＣＰにおける組織に関する初動対応としては，災害対策本部とトリアージエリアの設置である。 

◆施設・設備に関する初動対応として重要なことは，避難誘導，初期消火と漏水の早期停止である。 

◆施設・設備を熟知している病院スタッフによる危険箇所からの避難誘導を冷静に行うことが求められる。 

◆施設・設備の性能，機能を病院スタッフが理解し，各管轄エリアで発生したことに対しては，各部門で初動

対応することが大切である。 

◆大きな揺れが収まれば名大病院ＢＣＰが始まる。どのようにして被害を最小限に抑えるかという「減災」の

考え方が医療継続のための出発点となる。 
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◆火災報知機が発報した場合，防災センター側からは火災発生なのか，誤報なのかを判断することができない

ため，避難誘導放送の要否や避難方向誘導について混乱が発生する。このような状況が発生することを認識

し，それに応じた体制を事前に構築しておくことが非常に重要である。 

◆漏水の早期停止を行うことにより，二次災害を最小限に抑えることができ，名大病院ＢＣＰをスムーズに立

ち上げることができる。 

◆必要となる機器・設備を想定し，事前に装備しておくことが大切である。 

◆緊急地震速報の利用は，初動対応以前の減災手法として活用が期待される。 

 

１１－－８８  設設備備のの機機能能維維持持  

◆最低限の医療を継続するために，施設側で確実に機能を守る設備システムは，給排水システムと医療ガス供

給システム，非常用発電システムの３つのシステムである。 

◆一般的に電気設備は，電源供給を行うことにより機能を維持することができ，システムの構成も比較的地震

の揺れには強い。 

◆弱電設備と言われる放送設備，電話設備，ナースコール，TV 共聴設備，情報設備等は，電力消費量が小さ

いことから，非常用発電機の容量に与える影響が少ない。 

◆必要となる医療機器と医療行為，重要な施設・設備，照明点灯エリアなど，重要度に応じて選定することが

パフォーマンス向上のポイントとなる。 

◆給水システムの機能維持は，代替給水システム（井戸水の活用）を確保し，一部の被害によりシステム全体

が停止しないように，被害を受けた部分から閉止してシステムを守ることを考え，最終的には受水槽を確実

に守ることである。 

◆設備システムの機能維持は，配管等の脆弱な部分の耐震性を確保しない限り全く意味を成さない。 

◆設備システムを機能させるためには，「ボトルネック」と「想定外」を無くす必要がある。 

◆機械は止まり，システムは壊れることを想定して「A がダメになってもＢが動く」，「Ｂがダメになっても

最悪Ｃの手段で切り抜ける」というフェールソフトの考え方が重要である。 

◆設備機器，配管等の耐震対策は，官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び 建築設備耐震設計・施工指針

（ 財団法人・日本建築センター）に基づき実施する。 

 

１１－－９９  医医療療機機器器・・什什器器類類のの耐耐震震対対策策  

◆病院ＢＣＰにおける重要な考え方は，「減災」である。減災の大きなメリットは 2 点あり，1 点目は被害を

最小限に食い止めることで平常事業への復旧時間を短くできること，2 点目は事業継続を困難にする要素を

最小限にすることで事業継続機能の低下を防ぐことである。 

◆地震による人的被害の多くは建物の倒壊ではなく，什器・備品類の転倒やガラスの損壊，消火時の火傷など，

什器類や備品などに起因するものが多数を占めている。 
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◆医療機器や什器・備品類が地震発生後どのような状況になるのかを想定し，対策を考えることが重要である。 

◆名大病院内耐震対策チェックリスト 

 

１１－－１１００  備備蓄蓄のの考考ええ方方  

１１－－１１００－－１１  燃燃料料備備蓄蓄量量（（非非常常用用発発電電機機））  

◆電力復旧までの時間を 72 時間と設定し，24 時間運転を想定した 3 日間の燃料備蓄量を確保する。 

◆災害時における燃料の補給間隔と搬入ルートを確認しておく。 

◆災害拠点病院における自家発電機容量は，通常業務時の 6 割以上を確保する。 

◆停電時でも最低限必要なものは何かを検討し，非常用発電機からの電力供給先を見直す。 

 ① 防災用負荷 

 ② 保安用負荷 

 ③ 医療用負荷 1（医療機能継続上，施設の安全性を保つために運転すべき設備システム） 

 ④ 医療用負荷 2（災害後施設内で居住できる環境を維持するために必要となる負荷） 

 ⑤ 医療用負荷 3（医療用電源のうち使用中の突然の停電による影響が大きい機器） 

※①②③は，無条件で必要であり，続いて建物の居住環境維持する医療負荷が優先される。 

 

１１－－１１００－－２２  給給水水備備蓄蓄量量  

◆鶴舞キャンパスの給水制限を行わないと受水槽貯水量は半日程度で枯渇する恐れがある。しかし，エネルギ

ーセンター棟の受水槽は，名大病院と医学部に供給されており，医学部系統の給水制限を行うことで，病院

の最低限の医療継続と，居住性を得るために必要とされる 3 日分以上の水量を確保できる。 

◆透析や生化学検査，器材の洗浄等を継続して行う場合は，受水槽にある残存水では足りないため，代替給水

手段を確保する必要があり，2 か所の井戸と濾過装置を活用した井水給水のバックアップ体制を構築しなけ

ればならない。 

◆上水道の途絶及び井戸水の活用が困難となった場合は，給水車による１日最大補給量が名大病院の使用可能

な水量になる。 

◆災害時に必要な備蓄水量は，次のことを想定する。 

１）給水の備蓄日数の考え方 

これまでの震災時における給水車補給は，ほぼ 24 時間以内に開始されていることから，給水制限を行

うことを前提に 3 日間を目安として備蓄水量を確保する。 

２）1 日の飲食（飲用＋給食）に必要な水量の考え方 

通常時の飲食水量は，20Ｌ／人・日 程度であるが，缶詰や備蓄食糧の利用や使い捨て食器の利用等を

想定し，3～10Ｌ／人・日 程度を目安とする。 

３）非常時に必要な備蓄水量の算出 

非常時に必要な貯留水量（ｍ３）＝ ① ＋ ② ＋ ③ 

①飲用に必要な備蓄水量（ｍ３） 

②給食用水の備蓄水量（ｍ３）＝給食に必要な水量 

③医療用水の備蓄水量（ｍ３）＝医療に必要な水量 + 透析に必要な水量 
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４）飲用水の確保措置 

一般的な飲用は，ペットボトルの配給を併用する。 

◆医療施設の通常時における必要給水量は膨大なため，災害時は通常時と同様な施設運用は望めない。 

◆受水槽の耐震性と漏水による無駄を防ぐ確実な備蓄手段が必要である。 

 

１１－－１１００－－３３  医医療療ガガスス備備蓄蓄量量  

◆エネルギーセンター棟北側のコールドエバボレータータンク（以下「ＣＥタンク」という。）には，10 日間

分以上の酸素及び窒素が確保され，医療用空気が供給できる。 

◆ＣＥタンクが被災した場合，医療ガスの補給体制が整うまでの時間を 12 時間と設定し，その間の医療ガス

を予備マニホールド等にて確保する。 

◆災害時における医療ガスの補給間隔と搬入ルートを確認しておく。 

 

 

 

 

 

鶴舞キャンパス航空写真（北東より） 
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２２．．施施設設・・設設備備のの現現状状  
２２－－１１  基基本本情情報報  

1.病院名 名古屋大学医学部附属病院 

2.所在地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65 

3.用途地域 

(容積率／建ぺい率) 
近隣商業地域（300％／60％） 

4.名大病院敷地面積 53,821ｍ２ 

5.建物保有面積 115,182ｍ２ 

6.建物建築面積 17,201ｍ２ 

7.病棟情報 一般（985 床） 精神（50 床） 合計（1,035 床） 

8.診療科目 

血液内科，循環器内科，消化器内科，呼吸器内科，糖尿病・内分泌内科，腎臓内
科，血管外科，移植外科，消化器外科一，消化器外科二，乳腺・内分泌外科，整形
外科，リウマチ科，手の外科，産科婦人科，眼科，精神科，親と子どもの心療科，
小児科，皮膚科，泌尿器科，耳鼻いんこう科，放射線科，麻酔科，歯科口腔外科，
脳神経外科，老年内科，神経内科，呼吸器外科，心臓外科，形成外科，小児外科，
総合診療科，救急科 【計 34 科】 

9.職員数 

医師 
（ 353 ）名 

看護師 
（ 1,134 ）名 

コメディカル 
（ 315 ）名 

事務系 
（ 150 ）名 

その他（非常勤職員） 
（ 108 ）名 

計 
（ 2,060 ）名 

10.救命救急センター 

指定の有無 
無 

11.病床稼働率 84.62％【平成 26 年度】 

12.平均在院日数 13.4 日【平成 26 年度】 

13.手術件数 年間 8,801 件【平成 26 年度】 

14.平均外来患者数 2,445 人／日（596,686 人／年）【平成 26 年度】 

15.平均入院患者数 876 人／日（319,658 人／年）【平成 26 年度】 

16.外来用駐車台数 376 台【平成 26 年度】 

 
 
 
 

平成 27 年 9 月現在 
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２２－－２２  建建物物のの状状況況  

建物名 施設構造情報 耐震化状況 機能 

病 棟 

・構造 Ｓ造 
・地上 14 階，地下 2 階 
・竣工年 平成 11 年 3 月 
・延床面積 42,190ｍ2 

・新耐震基準 病棟機能 

中央診療棟 

・構造 ＳＲＣ造 
・地上 7 階，地下 2 階 
・竣工年 平成 17 年 3 月 
・延床面積 43,582ｍ2 

・免震構造 中央診療機能 

外来棟 

・構造 ＲＣ造 
・地上 4 階 
・竣工年 平成 21 年 2 月 
・延床面積 19,446ｍ2 

・免震構造 外来診療機能 

エネルギーセンター棟 

・構造 ＲＣ造 
・地上 3 階，地下 1 階 
・竣工年 平成 7 年 3 月 
・延床面積 3,199ｍ2 

・新耐震基準 
エネルギー 

センター機能 

※Ｓ造：鉄骨造，ＲＣ造：鉄筋コンクリート造，ＳＲＣ造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴舞キャンパス配置図 
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31 

２２－－３３  ラライイフフラライインンのの状状況況  

設備種 耐震化状況 

1.電気系統の耐震化状況 
ケーブル余長の確保と耐震固定の施工により，
耐震化を施している。 

2.都市ガス系統の耐震化状況 
埋設配管にガス用ポリエチレン管を採用し，耐
震化を施している。 

3.上水道系統の耐震化状況 
建物接続部分におけるフレキシブルジョイント
の施工により，耐震化を施している。 

4.雑用水道系統の耐震化状況 
建物接続部分におけるフレキシブルジョイント
の施工により，耐震化を施している。 

5.井戸揚水系統の耐震化状況 
４号井戸揚水管の埋設部分をポリエチレン管に
更新し，一部分のみ耐震化を施している。 

6.下水道系統の耐震化状況 

屋外排水管に硬質塩化ビニル管（ＶＵ）と塩ビ
製公共桝を採用しており，耐震化ができていな
い。 

7.医療ガス系統の耐震化状況 
建物接続部分におけるフレキシブルジョイント
の施工により，耐震化を施している。 

 
 

２２－－４４  昇昇降降機機設設備備のの状状況況  

昇降機（エレベーター，搬送機等）の状況 

・昇降機の台数 全 30 基（病棟 13 基，中央診療棟 13 基，外来棟 4 基） 

・昇降機の整備内容 

・一般乗用エレベーター（26 基），内ストレッチャー対応（14 基） 
＜耐震化機能の整備状況＞ 
・地震時閉じ込め防止運転機能の整備（全 26 基中 26 基）←地震管制運転 
・自動診断・仮復旧システム機能の整備（全 26 基中 7 基） 
 ※三菱電機エレクイック（地震時エレベーター自動診断＆復旧システム）    

・荷物用エレベーター（2 基） 
＜耐震化機能の整備状況＞ 
・地震時閉じ込め防止運転機能の整備（全 2 基中 2 基）←地震管制運転 
・自動診断・仮復旧システム機能の整備（全 2 基中 0 基）            

・小荷物用エレベーター（2 基） 
＜耐震化機能の整備状況＞ 
・耐震化機能整備なし 

 

２２－－５５  医医療療機機器器やや家家具具のの転転倒倒対対策策状状況況  

名大病院内部の医療機器や家具の転倒対策状況 

・原則的に転倒防止策を行っている。 
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２２－－６６  設設備備のの整整備備状状況況  

1.自家発電設備 

・設置あり 設置場所：エネルギーセンター棟 

・全 4 基 1,875 kVAｘ2/500kVA/1,500kVA 

2.受水槽・高置水槽 

・設置あり 設置場所：病棟，中央診療棟，エネルギーセンター棟 

・全 10 基 

病棟：高置水槽 32ｍ3/107ｍ3｜受水槽 100ｍ3/145ｍ3｜処理水槽 390ｍ3

エネルギーセンター棟：受水槽 1200ｍ3 
中央診療棟：受水槽 110ｍ3/134ｍ3｜高置水槽 42ｍ3/42ｍ3 

3.医療ガス設備 

・設置あり 設置場所：エネルギーセンター棟北側屋外，病棟，中央診療棟，外来棟 

・全 7 種 酸素/窒素/純生空気/吸引ポンプ/笑気ガス/炭酸ガス/非治療用空気 

4.備蓄倉庫 

・設置あり 設置場所：外来棟 1 階，中央診療棟地下２階 

・全 91 種 

5.ヘリポート 

・設置あり 
設置場所：中央診療棟屋上【緊急離着陸場（平成 19 年 3 月許可）】 
夜間照明設備の有無：設置あり 

・敷地外緊急時ヘリコプター 

離着陸可能場所 

鶴舞公園（陸上競技場）：昭和区鶴舞一丁目 
敷地面積 14,800 ㎡ 
昭和土木事務所 

２２－－７７  医医療療継継続続ののたためめのの対対応応  

1.電気に関わる事項 

・通常の１日あたりの使用量 108,821kWh【H25 最大電力量×病院係数（0.67）】 

・非常用発電機容量  5,750kVA 

・最大電力に対する割合  70％ 

・非常用発電機燃料 Ａ重油 

・燃料備蓄量  2.7 日分【定格フル運転した場合】 

・備蓄燃料の補給連絡先 
Ａ重油納入業者との連携体制を取っている 
中川物産株式会社 

・非常用電源の供給先 

第一優先送電は，入院患者及び手術室，ＩＣＵなどを優先

し，病棟と中央診療棟 4 階～7 階となっている。 

第二優先送電は，発電量と負荷を確認して，オペレーター判

断で順次送電を行う。 

①中央診療棟地下 2 階～3 階 

②外来棟 

③医系研究棟 1 号館・2 号館 

・電力節減対応 

照明設備の間引き点灯 
必要となる医療機器と医療行為への電源供給（発電回路） 
重要な施設・設備への電源供給（発電回路） 
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2.上水道に関する事項 

・通常の１日あたりの使用量 514,432 Ｌ 

・受水槽合計容量（市水）  1,410ｍ3（病棟，中央診療棟，エネルギーセンター棟） 

・高置水槽合計容量（市水） 117ｍ3（病棟，中央診療棟） 

・備蓄量 3.0 日分以上 

・使途を限定した場合の使用対象範囲 手術室， ICU，GCU，MFICU，EMICU，SICU，回復室， 
血液浄化部，処置室，検査室，一般病室，特殊病室 等 

・備蓄水が不足した場合の確保方法 井戸と濾過装置による井水浄化水のバックアップ 

・上水の節減対応 医学部系統への給水制限 

3.井戸による地下水の活用 

・井戸の設置 

設置している 

井戸の本数：2 本（4 号，5 号） 
井戸の深さ：168ｍ，310ｍ 
井戸のポンプの最大揚水量：2,520ｍ3／日×2 
 
内ストレーナーの設置：2 本 
内濾過装置の設置：2 本 

・井戸の使用 

日常的に使用している 

通常の 1 日あたりの使用量：214,438 L 
井水使用範囲：トイレなどの雑用水に使用 

・1 日あたりの井水最大供給量  5,040,000 L 

・井戸の問題点 

4 号井戸揚水ポンプが非常用発電回路になっていない。 

4 号井戸揚水ポンプの吐出配管が耐震化されていない。 

5 号井戸揚水配管が耐震化されていない。 

4.雑用水（トイレ洗浄水等）に関する事項 

・通常の 1 日あたりの使用量 298,230 L 

・受水槽合計容量 279ｍ3（病棟，中央診療棟） 

・高置水槽合計容量 74ｍ3（病棟，中央診療棟） 

・備蓄量  １.2 日分 

・雑用水不足時の水の確保方法 井戸による地下水の活用 

5.下水道に関する事項（断水になった場合のトイレの確保方法） 

・簡易トイレの備蓄（36,000 個） 

6.都市ガスの供給量に関する事項（都市ガス供給停止した場合の確保方法） 

・中圧Ａラインによる供給のため，１次側（エネルギーセンターまで）は供給停止にならないと想定 

・構内の低圧側（エネルギーセンター以降）は，ラインの点検及び配管破損部分の復旧後，供給可能 

・供給停止した場合の確保方法 東邦ガスとの連携体制を取っている（24 時間） 
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7.医療ガスの供給に関する事項（医療ガス供給停止，医療ガスの備蓄量及び不足した場合の確保方法） 

・備蓄量：酸素ボンベ 約 10 時間（片側約 5 時間），空気ボンベ 約 15 時間（片側約 7 時間半） 

・不足した場合の確保方法 

医療ガス納入業者との連携体制を取っている 
（ＣＥタンク・空気ボンベ） 
 ・十合刈谷酸素株式会社 
（酸素ボンベ） 
 ・有限会社きどころ商店 

8.食料・飲料水に関する事項（食料・飲料水の備蓄量及び不足した場合の確保方法） 

・食料 
入院患者用 約 1,000 名 3 日分 
職員等用  約 2,000 名 1 日分 

・飲料水  
入院患者用 約 1,000 名 3 日分 
職員等用  約 2,000 名 2 日分 

・不足した場合の確保方法 国・自治体からの配給 

9.院外関係機関との通信手段の想定 

・想定している 

固定電話（災害時優先電話） 25 台配備 
衛星電話 1 台配備 
防災行政無線 2 台配備 

うち，愛知県による配備台数 1 台（愛知県医師会） 
うち，名古屋市による配備台数 1 台 

10.院内での通信手段の想定 

・想定している 

固定電話 
院内ＰＨＳ 1,702 台 
トランシーバー 24 台 
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